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２ 庁舎全体の規模

（１）新庁舎の規模を決めるまでの流れ　

新庁舎の規模を決めるために、以下のような流れで検討を進めました。

現状把握
（建物別・機能別）

国の基準
（建物別・機能別） 相対的な比較と考察

庁舎全体の規模（機能別）の設定

既存庁舎の取扱い
（建物別） 統合

基本構想における新庁舎の規模

ベンチマーク（＝現状における適正な規模＝
他都市事例とオフィススタンダード）の把握

表１

表２

表３

執務環境調査

必要に
応じて
再検討

第２回審議会

第３回審議会
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※「延べ面積」は、建築基準法上の延べ面積（壁芯寸法）。

※「庁舎部分」は令和５年１月時点での庁舎機能として使用されている部分の面積（内法寸法）。

※「ベンチマーク（BM）」は令和５年１月時点での内容物・人員を安全・適切に配置した場合に必要と考えられる面積（内法寸法）

※「総務省」「国交省」は、各省が定めた旧基準により職員数から算定した面積（壁芯寸法）。２ 庁舎全体の規模

（２）ー１　現状把握

　庁舎整備に関連する建物の延べ面積は２７，７８４㎡（立体駐車場除く）です。その内、庁舎部分の面積は２２，４５３㎡です。 表１
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２ 庁舎全体の規模

（２）－２　相対的な比較と全体庁舎規模の設定

庁舎の各機能について、現況とベンチマーク、国の基準を比較しながら、基本構想における規模を考察し、これを積み上げ、庁舎全体の規模を設定します。

表２
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２ 庁舎全体の規模

（２）－２　相対的な比較と全体庁舎規模の設定
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２ 庁舎全体の規模

（２）－２　相対的な比較と全体庁舎規模の設定
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２ 庁舎全体の規模

（２）－２　相対的な比較と全体庁舎規模の設定

基本構想における、庁舎整備後の庁舎全体の規模は約27,000㎡とします。
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名称 現在の使われ方 取扱い（新庁舎敷地検討前）

本館
1936年建設

行政執務、議場、記者室 基本構想では本館利活用指針を踏まえ、庁舎使用はしない。

北別館
1993年建設

議員駐車場（３４台）、行政執務
室、マシン室、議会事務局・執務
室、会議室

新耐震基準による建設。間仕切りの撤去によりワンフロアでの使用も可能。新庁舎の規模を抑える
ため耐用年数まで使用する。

南別館
1971年建設

行政執務室（外郭団体含む）、職
員組合

築年数は古いものの耐震性を有している。新庁舎の規模を抑えるため耐用年数まで使用する。

保健センター
1976年建設

行政執務室、保健センター
築年数は古いものの耐震性を有している。令和3年度に旧保健所から保健センターへと改修してい
るので、現在のまま保健センターとして使用する。

３ 既存庁舎等の取扱い

各既存庁舎等について、築年数、耐震性、土地利用、使われ方、将来の動向などを考察し、基本構想における継続使用、除却などの取扱い方針を定めます。

新・基本方針で取扱いが決まっている庁舎
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名称 現在の使われ方 取扱い（新庁舎敷地検討前）

新館
1959年建設

行政執務室
土地活用（本館利活用）の見地や、耐震性が大きく不足し、ワンフロアでの使用ができなくなるこ
と、仮移転費用、築年数からも除却を基本とする。

企業局
1981年建設

企業局車庫・倉庫、企業局執務室、
企業局お客様センター、行政執務
室・書庫

耐震診断の結果、耐震性が不足していることが判明している。耐震補強とエレベーター設置などの
改修が必要となることから、除却を基本とする。

職員会館
1972年建設

食堂、売店、行政執務、休憩、会
議室（多くは行政利用）等に使用。
基本は会員向け

旧耐震基準での建設のため、耐震性が不足している可能性が高い。また、エレベーターが無く、設
置も困難。設備関係の老朽化も進む。建設当時と職員厚生のあり方やニーズも変わってきており、
庁舎整備を機に再構成することが効果的と想定し、除却を基本とする。

延命庁舎
1980年建設

教育機関、行政執務室、書庫
部分的に新耐震基準による建設。教育機関が入居しており、移転先の選定等が困難なため、耐用年
数まで使用する。本庁舎でなくてもよい執務室、書庫・倉庫等として活用することで新庁舎の規模
抑制を図る。

労働福祉会館
1977年建設

駐車場（40台）、行政倉庫、大中
小会議室、保護司会等

旧耐震基準での建設のため、耐震性が不足している可能性が高い。大規模な改修により継続使用は
可能だが、現況では土地の高度利用は困難なため除却を基本とする。
令和６年３月に公共施設としての利用を停止。

仮庁舎
2020年

行政執務室、中央地区包括支援セ
ンター

仮設建築物であり、除却を基本とする。

立体駐車場
1996年建設

来庁者用（126台）、公用車用
（119台）

新耐震基準による建設。使いにくさの面や、土地活用の見地から除却を想定するが、保全状態が良
好なため経済性や土地利用の見地からの条件が合えば継続使用も想定する。

３ 既存庁舎等の取扱い

各既存庁舎等について、築年数、耐震性、土地利用、使われ方、将来の動向などを考察し、基本構想における継続使用、除却などの取扱い方針を定めます。

新・基本方針で取扱いが決まっていない庁舎（要検討）



４ 新庁舎の規模

（１）新庁舎の規模の想定について

庁舎全体の規模を、既存庁舎の取扱いの方針により配分し、基本構想における新庁舎の規模を設定します。 

9

基本構想における、新庁舎の規模は約19,000㎡とします。

表３



５ 新庁舎の敷地

（１）庁舎整備の位置

新庁舎の位置は、新・基本方針の通り、「現在地（新館等敷地）」および「移転候補地（立体駐車場および笹林公園（労働福祉会館含む）」
のいずれかとします。

移転候補地案

敷地面積　　　　

①本館敷地　　　2,900㎡

②新館等敷地　　4,750㎡

③笹林公園　　　13,000㎡

④立駐敷地※２　  2,700㎡

⑤労福敷地※３　  2,450㎡

合計　　　　　　25,800㎡

※２立駐（立体駐車場）

※３労福（労働福祉会館）

　　　　　　　

敷地面積　4,750㎡

②

敷地面積　18,150㎡

（③＋④＋⑤）

※１　本館と新庁舎の面積の合計が、敷地面積に対する上限面積の割合を超えないように計画します。

10

①

　　　　　　　

②

　　　　　　　 ③

　　　　　　　

④

　　　　　　　

労福

　　　　　　　

⑤

　　　　　　　
立駐

　　　　　　　

北別館

　　　　　　　

南別館

　　　　　　　

保健センター
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※1

現在地（新館等敷地）案
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笹林公園

　　　　　　　



（２）敷地設定の選択肢

　敷地設定にあたり、「（２）敷地検討の条件」で記述した条件を基に各敷地の特徴を整理し、良否を判定しました。

現在地（新館等敷地）に主として

庁舎を整備する案

②現在地（新館等敷地）

→施設面積、公園面積共に確保可→仮設要

移転候補地に主として庁舎を整備する案

B案 C案

D案

E案

A案

上記、A案、B案、C案、D案、E案　の5パターンの機能配置案を作成する
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④＋⑤→施設面積、公園面積共に確保可

　　　→②新館敷地に立駐必要

　　　→仮設庁舎不要、仮設P必要

　　　→笹林公園の利用は従前どおり、

　　　　開発工程は不要。

③＋④＋⑤ →施設面積、公園面積共に確保可

　　　　　 →②新館敷地に立駐又は代替公園必要

　　　       →仮設庁舎不要、仮設P必要または否

　　　　　 →笹林公園の利用は従前より変更。

　　　       　開発工程は必要。

〇

※各敷地面積　①2,900㎡　②4,750㎡　③13,000㎡　④2,700㎡　⑤2,450㎡　容積率400％のため、敷地面積に400％を乗じて床面積の上限を算定します。
　　　　　　　

③のみ ③→公園面積不足✖ ④のみ ④→施設面積不足 ✖

予定床面積
床面積上限10,800㎡＜19,000㎡

⑤のみ ④→施設面積不足✖

予定床面積
床面積上限9,800㎡＜19,000㎡

〇 〇

床面積上限　 予定床面積
19,000㎡＝19,000㎡

床面積上限　予定床面積
20,600㎡＞19,000㎡

新設立駐

※敷地形状は一例です。
床面積上限　予定床面積
20,600㎡＞19,000㎡

新設立駐又は
代替公園



（３）配置比較表（その１）

前項を基に、５つのパターンを選択し比較表の作成をしました。その表は下記の通りです。
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現在地に主として庁舎を整備する案 立駐・労福敷地に主として庁舎を整備する案

A案：現在地（新館等敷地） B案：立駐敷地＋労福敷地

配置

メリット

・北別館、南別館及び保健センター等と一体的な活用が可能。
・工期は比較的短い。令和13年度の供用開始を想定。
・現行の公園の使い方が継続可能。

・新庁舎と笹林公園の一体的な活用が容易。
・工期は比較的短い。令和13年度の供用開始を想定。
・現行の公園の使い方が継続可能。（公園利用が一時制限
される。）
・立体駐車場の更新により、使いづらさが解消される。

デメリット

・新館、企業局庁舎及び職員会館の解体に伴い、仮庁舎建設が必
要。
・工事期間中、工事車両の出入りや騒音など本館の業務継続に支
障が生じる可能性がある。
・現行駐車場の使いづらさが解消されない。
・浸水対策が必要。

・各庁舎が分散しており、北別館、南別館と連携が難しい。
・立体駐車場の解体・建替えが必要。
・立体駐車場の解体に伴い、仮駐車場が必要。（公園利用
が一時制限される。）
・浸水対策が必要。

新設広場

新設立駐
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メリット

・北別館、南別館及び保健センター等と一体的な活用

が可能。

・工期は比較的短い。令和13年度の供用開始を想

定。

・比較的低コスト。

・現行の公園の使い方が継続可能。

・新庁舎と笹林公園の一体的な活用が容易。

・工期は比較的短い。令和13年度の供用開始を想

定。

・現行の公園の使い方が継続可能。（公園利用が一時

制限される。）

・立体駐車場の更新により、使いづらさが解消され

・新庁舎と笹林公園の一体的な活用が容易。

・敷地設定が容易で、比較的自由に計画が可能。

・立体駐車場の更新により、使いづらさが解消され

る。

・浸水対策が容易。

デメリット

・新館、企業局庁舎及び職員会館の解体に伴い、仮庁

舎建設が必要。

・現行駐車場の使いづらさが解消されない。

・浸水対策が必要。

・各庁舎が分散しており、北別館、南別館と連携が難

しい。

・立体駐車場の解体・建替えが必要。

・立体駐車場の解体に伴い、仮駐車場が必要。（公園

利用が一時制限される。）

・浸水対策が必要。

・各庁舎が分散しており、北別館、南別館と連携が難

しい。

・都市計画審議会への諮問及び開発許可の取得のた

め、着工までの条件が厳しい。令和14年度の供用開

始を想定。

・現行の公園の使い方が不可能。

・立体駐車場の解体・建替えが必要。

・立体駐車場の解体に伴い、仮駐車場が必要。（公園

利用が一時制限される。）

配置

現在地に主として庁舎を整備する案 立駐・労福敷地に主として庁舎を整備する案 笹林公園の一部敷地に主として庁舎を整備する案

A案：本館敷地＋現在地（新館等敷地） B案：立駐敷地＋労福敷地 C案：立駐敷地＋労福敷地＋笹林公園

※再編の形状は一例

笹林公園の一部敷地に主として庁舎を整備する案

C案：立駐敷地＋労福敷地＋笹林公園

配置

メリット

・新庁舎と笹林公園の一体的な活用が容易。
・敷地設定が容易で、比較的自由に計画が可能。
・立体駐車場の更新により、使いづらさが解消される。
・浸水対策が容易。

デメリット

・各庁舎が分散しており、北別館、南別館と連携が難しい。
・都市計画審議会への諮問及び開発許可の取得のため、着工ま
での条件が厳しい。令和14年度の供用開始を想定。
・現行の公園の使い方が不可能。
・立体駐車場の解体・建替えが必要。
・立体駐車場の解体に伴い、仮駐車場が必要。（公園利用が一
時制限される。）

新設広場

新設立駐

（３）配置比較表（その２）

前項を基に、５つのパターンを選択し比較表の作成をしました。その表は下記の通りです。



笹林公園の一部敷地に主として庁舎を整備する案

D案：立駐敷地＋労福敷地＋笹林公園 E案：立駐敷地＋労福敷地＋笹林公園

配置

メリット

・新庁舎と笹林公園の一体的な活用が容易。
・敷地設定が容易で、比較的自由に計画が可能。
・浸水対策が容易。
・立体駐車場の解体・建替えが不要。 

・新庁舎と笹林公園の一体的な活用が容易。
・敷地設定が容易で、比較的自由に計画が可能。
・立体駐車場の更新により、使いづらさが解消される。
・浸水対策が容易。

デメリット

・各庁舎が分散しており、北別館、南別館と連携が難しい。
・都市計画審議会への諮問及び開発許可の取得のため、着工ま
での条件が厳しい。令和14年度の供用開始を想定。
・都市計画公園の分断に伴う協議が必要。
・現行の公園の使い方に制限が生じる。

・各庁舎が分散しており、北別館、南別館と連携が難しい。
・都市計画審議会への諮問及び開発許可の取得のため、着
工までの条件が厳しい。令和14年度の供用開始を想定。
・現行の公園の使い方が不可能。
・立体駐車場の解体・建替えが必要。 
・都市計画公園の分断に伴う協議が必要。 
・立体駐車場の解体に伴い、仮駐車場が必要。（公園利用
が一時制限される。）
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新設広場

⑤

②

新設立駐

④

⑤

（３）配置比較表（その３）

前項を基に、５つのパターンを選択し比較表の作成をしました。その表は下記の通りです。

②

⑤



（４）建物のボリューム

A案　S=1/3000

新庁舎

　①新庁舎の床面積　　18,820㎡（＝2280×9-1700（駐車場面積））

　　　　　　　　　　　※但し、駐車場の面積は含まず。

　②階数　　　　　　　９階建（１階駐車場・エントランス、２～９階庁舎）

　③建蔽率　　　　　　 48.5%

　④駐車台数　　　　　計279台　新庁舎１階駐車場：34台(34×50＝1,700㎡)

　　　　　　　　　　　　　　　　既存立体駐車場　：245台

※建物のボリュームは一例です。
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新庁舎
既存立体駐車場

パース１　～鳥瞰図～

パース２　～大通り南側より新庁舎をのぞむ～

パース３　 ～大通り北側より新庁舎をのぞむ～
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新庁舎

　①新庁舎の床面積　　19,314㎡（＝2,904×6＋1,890）

　　　　　　　　　　　※但し、渡り廊下の面積は含まず。

　②階数　　　　　　　7階建～９階建（北側住居への日影考慮による）

　　　　　　　　　　　A棟：１階ピロティ・エントランス、２～7階庁舎

　　　　　　　　　　　B棟：１～６階庁舎

　③建蔽率　　　　　　56.3%

　④駐車台数　　　　　0台

立体駐車場（新設）

　①立駐の床面積　　　5,751㎡

　②階数　　　　　　　３階建

　②駐車台数　　　　　228台

（４）建物のボリューム

B案　S=1/3000

※建物のボリュームは一例です。

新庁舎

新設立体駐車場

パース１　～鳥瞰図～

パース２　～大通り南側より新庁舎をのぞむ～

パース３　 ～大通り北側より新庁舎をのぞむ～

↑北側住居へ近接しているため、
 壁面後退等の配慮を検討
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（４）建物のボリューム

C案－1　S=1/3000

新庁舎

　①新庁舎の床面積　　18,810㎡（＝2280×8＋570）

　②階数　　　　　　　９階建（１階ピロティ・エントランス、２～9階庁舎）

　③建蔽率　　　　　　44.3%

　④駐車台数　　　　　０台

立体駐車場（新設）

　①立駐の床面積　　　5,751㎡

　②階数　　　　　　　3階建

　②駐車台数　　　　　228台

※敷地形状は一例です。

※建物のボリュームは一例です。

新庁舎

新設立体駐車場

パース１　～鳥瞰図～

パース２　～大通り南側より新庁舎をのぞむ～

パース３　 ～大通り北側より新庁舎をのぞむ～
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（４）建物のボリューム

C案－2　S=1/3000

新庁舎

　①新庁舎の床面積　　18,907.5㎡（＝3667.5×5＋570）

　②階数　　　　　　　6階建（１階ピロティ・エントランス、２～６階庁舎）

　③建蔽率　　　　　　71.2%

　④駐車台数　　　　　０台

立体駐車場（新設）

　①立駐の床面積　　　5,751㎡

　②階数　　　　　　　３階建

　②駐車台数　　　　　228台

※敷地形状は一例です。

※建物のボリュームは一例です。

新庁舎

新設立体駐車場

パース１　～鳥瞰図～

パース２　～大通り南側より新庁舎をのぞむ～

パース３　 ～大通り北側より新庁舎をのぞむ～



19

（４）建物のボリューム

D案　S=1/3000

※敷地形状は一例です。

※建物のボリュームは一例です。

新庁舎

既存立体駐車場

パース１　～鳥瞰図～

パース２　～大通り南側より新庁舎をのぞむ～

パース３　 ～大通り北側より新庁舎をのぞむ～

新庁舎

　①新庁舎の床面積　　18,820㎡（＝2280×9-1700（駐車場面積））

　　　　　　　　　　　※但し、駐車場の面積は含まず。

　②階数　　　　　　　９階建（１階駐車場・エントランス、２～９階庁舎）

　③建蔽率　　　　　　 48.5%

　④駐車台数　　　　　計279台　新庁舎１階駐車場：34台(34×50＝1,700㎡)

　　　　　　　　　　　　　　　　既存立体駐車場　：245台

代替公園アプローチ
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（４）建物のボリューム

E案　S=1/3000

新庁舎

　①新庁舎の床面積　　18,810㎡（＝2280×8＋570）

　②階数　　　　　　　９階建（１階ピロティ・エントランス、２～9階庁舎）

　③建蔽率　　　　　　44.3%

　④駐車台数　　　　　０台

立体駐車場（新設）

　①立駐の床面積　　　 7,541㎡（内、スロープ部1790㎡）

　②階数　　　　　　　3階建

　②駐車台数　　　　　228台

※敷地形状は一例です。

※建物のボリュームは一例です。

新庁舎新設立体駐車場

パース１　～鳥瞰図～

パース２　～大通り南側より新庁舎をのぞむ～

パース３　 ～大通り北側より新庁舎をのぞむ～

代替公園


